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居住スタイルの一つとしてマンション居住がありますが、建物の管理については、あま
り知られていない現状にあります。
適切な管理や再生をして、将来にわたって安心して住めるよう取り組むことが大切です。
管理について相談がある場合は、住宅政策課へご連絡ください。

マ
ン
シ
ョ
ン
と
は
？

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
法
で
は
、「
２

以
上
の
区★

分
所
有
者
が
存
す
る
建
物
で
、

人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
専
有
部
分
の
あ

る
も
の
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
。

★
建
物
の
専
有
部
分
に
つ
い
て
所
有
す
る

権
利
を
持
っ
て
い
る
人

マ
ン
シ
ョ
ン
が
抱
え
る
問
題
と
は
？

全
国
の
マ
ン
シ
ョ
ン
は
右
肩
上
が
り
で

増
加
し
て
い
ま
す
。
令
和
６
年
末
時
点
で

約
7
1
3
万
戸
あ
り
、
国
民
の
約
１
割
超

が
居
住
し
て
い
る
推
計
に
な
り
ま
す
。

そ
の
う
ち
、
築
40
年
が
経
過
す
る
高

経
年
マ
ン
シ
ョ
ン
は
約
1
4
8
万
戸
あ
り
、

10
年
前
か
ら
約
３
倍
に
増
え
て
い
ま
す
。

こ
の
数
字
は
今
後
も
増
加
し
て
い
く
こ
と

が
予
想
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、令
和
５
年
に
実
施
し
た
マ
ン
シ
ョ

ン
総
合
調
査
で
は
、「
永
住
す
る
つ
も
り
」

と
い
う
回
答
が
６
割
を
超
え
、
マ
ン
シ
ョ

ン
に
居
住
す
る
人
の
永
住
意
識
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。
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【築40年以上の
　　　　マンション数推移】

さ
ら
に
、
高
経
年
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
世

帯
主
が
70
歳
以
上
で
あ
る
割
合
が
５
割
を

超
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
建
物
の

老
朽
化
と
居
住
者
の
高
齢
化
と
い
う
「
二

つ
の
老
い
」
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

二
つ
の
老
い
を
解
決
す
る
に
は
？

「
二
つ
の
老
い
」
が
進
行
す
る
と
、
総

会
運
営
や
集
会
決
議
が
困
難
に
な
り
、
管

理
組
合
役
員
の
担
い
手
不
足
、
修
繕
積
立

金
の
不
足
な
ど
の
問
題
が
発
生
し
、
適
切

な
管
理
や
修
繕
が
で
き
な
く
な
る
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。
適
切
な
修
繕
が
さ
れ
ず
老
朽

化
す
る
と
、
居
住
者
だ
け
で
な
く
近
隣
に

も
危
険
が
及
ぶ
こ
と
が
あ
る
た
め
、
マ
ン

シ
ョ
ン
の
管
理
組
合
で
適
切
に
管
理
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

安
心
し
て
長
く
暮
ら
す
た
め
に
、
管
理

や
修
繕
を
適
切
に
行
う
よ
う
、
各
区
分
所

有
者
が
意
識
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

マンションは管理が大事
マンションを購入すると
管理組合の一員になります

区分所有者の主な責務
・総会での意思決定に参加
・管理費や修繕費の支払い
・管理規約などルールの遵守

管理組合の主な業務
・敷地·共有部分の清掃や修繕
・長期修繕計画の作成、変更
・管理費や修繕費の徴収、運用
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市
内
の
マ
ン
シ
ョ
ン
状
況
は
？

市
内
の
マ
ン
シ
ョ
ン
数
は
、
令
和
５
年

４
月
時
点
で
75
棟
で
、
そ
の
う
ち
12
棟
が

高
経
年
マ
ン
シ
ョ
ン
に
該
当
し
ま
す
。
10

年
後
に
は
、
全
体
の
３
割
以
上
に
当
た
る

26
棟
が
高
経
年
マ
ン
シ
ョ
ン
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
市
で
は

令
和
５
年
12
月
に
「
富
士
市
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
適
正
化
推
進
計
画
」
を
策
定
し
、
市

内
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
状
況
を
把
握
し
た

上
で
計
画
的
に
施
策
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

ど
の
よ
う
な
支
援
が
あ
る
の
？

市
で
は
、
国
が
定
め
た
基
準
を
満
た
す

マ
ン
シ
ョ
ン
に
対
し
て
認
定
を
す
る
「
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
認
定
制
度
」
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

◆
認
定
の
メ
リ
ッ
ト

そ
の
ほ
か
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
派

遣
を
行
い
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
実
情
に
応
じ

た
相
談
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
セ
ミ
ナ
ー
を
毎
年
開
催
し
、

管
理
運
営
に
つ
い
て
の
講
演
や
情
報
交
換

会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

長
く
安
心
し
て
住
む
た
め
に
、
マ
ン

シ
ョ
ン
を
適
切
に
管
理
す
る
と
い
う
意
識

が
大
切
で
す
。

•
管
理
体
制
の
維
持
向
上

•
資
産
価
値
の
向
上

•
共
有
部
分
の
リ
フ
ォ
ー
ム
融
資
の

金
利
引
き
下
げ

•
固
定
資
産
税
の
減
額
（
要
件
あ
り
）


